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U-12 ミニラグビー及び U15-ジュニアラグビー競技規則の一部改正ついて（通達） 

 

拝啓、平素はラグビーの普及発展につきまして多大なるご尽力を賜りまして厚くお礼申し上げます。  

さて、U-12 ミニラグビー及び U15-ジュニアラグビー競技規則につきまして、これまで、危険なプレー

を撲滅の徹底に向けて、取り組んでまいりました。プレーヤーがラグビーを楽しみ、保護者が安心して我

が子にラグビーをさせようと思える環境作りを推進すべく、危険なプレー撲滅の徹底に向けて、下記の

通り通達致します。 

貴協会におかれましても、加盟都道府県協会、及び各チームへ周知徹底頂けますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

敬具 

記 

【改正内容】 

〇U12-ミニラグビー競技規則 

「第 9 条 不正なプレー 30.危険なプレー、不行跡【Original】」、「31.危険なプレー 追加事項」、「32.ロ

ーヘッド【Original】」の記載及び表現を、添付資料の内容に改める。また、「33. コーチについて【Original】」

を「31.コーチについて【Original】」へ繰り上げる 

 

〇U15-ジュニアラグビー競技規則 

「第 9 条 不正なプレー 30.危険なプレー、不行跡【Original】」の記載及び表現を、添付資料の内容に改

める。 

  

■文書作成：日本ラグビーフットボール協会・普及育成委員会 

■本件に関するお問い合わせ先： 

  日本ラグビーフットボール協会 普及育成部門長 安井 直史（yasui@rugby-japan.or.jp） 

以上 

mailto:yasui@rugby-japan.or.jp


【添付資料】 

 

・U12-ミニラグビー競技規則 一部改正 

・U12-ミニラグビー競技規則 「危険なプレーについて」解説書 

・U15-ミニラグビー競技規則 一部改正 

・U15-ミニラグビー競技規則 「危険なプレーについて」解説書 

 

 


